
令和７年第６回高山市議会定例会 提出議案の概要

報第１８号 損害賠償の額の決定の専決処分について （Ｐ２）

① 令和７年７月２１日、高山市下林町１０１７番地１ 中山公園野球場敷地内で発生した突風

により倒れた樹木による車両破損事故に関し、損害賠償金を支払うことについて専決処分した

ので報告する。

専決年月日 令和７年１０月２１日

損害賠償額 ５２３，３６０円

② 令和７年７月２１日、高山市下林町１０１７番地１ 中山公園野球場敷地内で発生した突風

により倒れた樹木によるタープテント破損事故に関し、損害賠償金を支払うことについて専決

処分したので報告する。

専決年月日 令和７年１０月２１日

損害賠償額 １９，４０４円

③ 令和７年８月６日、高山市松之木町１０４０番地６５ 日医工岐阜工場株式会社駐車場内で

発生した根元が腐食した市有地の樹木が倒れたことによる車両破損事故に関し、損害賠償金を

支払うことについて専決処分したので報告する。

専決年月日 令和７年１０月２７日

損害賠償額 １３０，１６７円

④ 令和７年８月２６日、高山市松之木町２９０番地 アダチ石油株式会社東山給油所で発生し

たスクールバスによる事務所窓ガラス破損事故に関し、損害賠償金を支払うことについて専決

処分したので報告する。

専決年月日 令和７年１１月１１日

損害賠償額 ２５６，３００円

⑤ 令和７年１０月５日、飛驒市古川町大野町２８７番地１３先 国道４１号大野東交差点で発

生した公用車による右折待ちの軽トラックへの追突事故に関し、損害賠償金を支払うことにつ

いて専決処分したので報告する。

専決年月日 令和７年１１月１４日

損害賠償額 ４３８，５５０円

議第１０３号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について

（Ｐ４）

市議会議員の期末手当の支給率を改定するため改正するもの

①年間支給率 ４．５０月分 → ４．５５月分（０．０５月分増）

②支給配分の見直し

施行期日 ①公布の日（令和７年１２月１日から適用）

②令和８年４月１日



議第１０４号 高山市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

（Ｐ７）

特別職職員の期末手当の支給率を改定するため改正するもの

①年間支給率 ４．５０月分 → ４．５５月分（０．０５月分増）

②支給配分の見直し

施行期日 ①公布の日（令和７年１２月１日から適用）

②令和８年４月１日

議第１０５号 高山市職員の給与に関する条例及び高山市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例について （Ｐ１０）

人事院勧告に基づき、給与の改定を行うため改正するもの

①令和７年度の給与改定

ア 給料表の改定 平均改定率 ３．２４％増

イ 初任給調整手当の改定

医師及び歯科医師 ４１６，６００円 → ４１７，６００円

医学又は歯学に関する専門知識を必要とする職員 ５１，６００円 → ５２，１００円

ウ 通勤手当の改定 １６キロ以上の区分において引上げ ２００円～７，３００円引上げ

エ 宿日直手当の改定 ４，４００円 → ４，７００円

オ 期末手当の改定（０．０２５月分増）

年間支給率 ２．５０月分 → ２．５２５月分

（管理職 ２．１０月分 → ２．１２５月分）

カ 勤勉手当の改定（０．０２５月分増）

年間支給率 ２．１０月分 → ２．１２５月分

（管理職 ２．５０月分 → ２．５２５月分）

②令和８年度以後の給与改定

ア 通勤手当の改定

駐車場等の利用に対する通勤手当を新設（月額５，０００円を上限）

イ 期末手当及び勤勉手当の支給配分の見直し

ウ 特定任期付職員の給料及び期末・勤勉手当の改定

施行期日 ①公布の日

・給料表、初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当の改定

→ 令和７年４月１日から適用

・期末手当及び勤勉手当の改定

→ 令和７年１２月１日から適用

②令和８年４月１日



議第１０６号 高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例について （Ｐ３９）

児童福祉法等の改正に伴い改正するもの

・児童福祉法等の改正による改正後の内閣府令による基準と同様とする。

施行期日 公布の日

議第１０７号 高山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につ

いて （Ｐ４３）

児童福祉法の改正に伴い乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため制定

するもの

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を行う事業者の認可基準を内閣府令と同様と

する。

施行期日 公布の日、令和８年４月１日

議第１０８号 高山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について

（Ｐ５３）

子ども・子育て支援法の改正に伴い特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため

制定するもの

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）における乳児等のための支援給付の対象事業

者となるための確認基準を内閣府令と同様とする。

施行期日 令和８年４月１日

議第１０９号 高山市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例について（Ｐ６７）

卸売市場法の改正に伴い改正するもの

・卸売市場において、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の

促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に規定する内容を公表

（国が指定した食品のリスト、当該食品のコスト指標及び事業者の努力義務を公表）

施行期日 令和８年４月１日



議第１１０号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例について （Ｐ７１）

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関

する基準を定める省令の改正等に伴い改正するもの

①サウナ設備に関する見直し

・サウナ設備を簡易サウナ設備と一般サウナ設備として区分し、設置基準及び届出等につい

て規定

②火災警報に関する見直し

・火災警報発令に伴う火の使用制限の対象区域を定めることができることを規定

・火災とまぎらわしい行為の届出の対象とされている「たき火」を明文化

③住宅防火対策に関する見直し

・通電火災を防止する感震ブレーカーの普及を推進する項目に追加

施行期日 公布の日、②令和８年１月１日、①③令和８年３月３１日

議第１１１号 高山市ごみ処理施設建設工事請負契約の変更について （Ｐ８４）

高山市ごみ処理施設建設工事請負契約を変更するもの

契約の金額（変更前） １４，１８２，３００，０００円

契約の金額（変更後） １５，０９９，９７５，０００円

議第１１２号 土地（一般国道４１号（石浦バイパス）改築工事用地）の取得について

（Ｐ８６）

一般国道４１号（石浦バイパス）改築工事用地（１２，２１５．６２㎡）を取得するもの

取得予定価格 ３１，５１６，２９６円

議第１１３号 高山市過疎地域持続的発展計画の策定について （別冊）

高山市過疎地域持続的発展計画の計画期間が終了することに伴い、今後５年間における過疎地

域における人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上及び地域格差の是正を図るため

策定するもの

議第１１４号から議第１１６号まで 指定管理者の指定について （Ｐ９０～Ｐ９２）

対象施設 ６施設（全て更新施設）

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）



議第１１７号 令和７年度高山市一般会計補正予算（第７号） （別冊）

補 正 額 ４２０，３６１千円（補正後 64,254,712 千円 当初予算に対し 6.2%増）

主 な 内 容 ふるさと納税の寄附額増加に伴う関連経費の増額 １００，０００千円

ふるさと納税の寄附額増加に伴う積立金の増額 １００，０００千円

宿泊税対応システム整備費補助金の増額 ４６，０００千円

荘川産業廃棄物最終処分場計画の対策関連費用の増額 ５００千円

荘川産業廃棄物最終処分場計画調査等委託費の債務負担 ７，０００千円

道の駅飛騨街道なぎさの擁壁補強工事の増額 ５９，０００千円

建築物耐震診断・耐震補強工事補助金の増額 １０，１００千円

原山市民公園隣接地の土地購入 ２０，９３５千円

人事院勧告を踏まえた給与費の増額 ３２，２１９千円

人事院勧告を踏まえた指定管理料の人件費分の増額 ３９，５７０千円

議第１１８号 令和７年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） （別冊）

直診勘定

補 正 額 ３０，０２１千円（補正後 680,521 千円 当初予算に対し 4.6%増）

内 容 旧久々野診療所等の解体工事費の増額 ２４，０００千円

人事院勧告を踏まえた給与費の増額 ６，０２１千円

議第１１９号 令和７年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） （別冊）

補 正 額 １０８，５５３千円（補正後 450,153 千円 当初予算に対し 31.8%増）

内 容 消費税還付に伴う積立金の増額

議第１２０号 令和７年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） （別冊）

補 正 額 １０３，４５７千円（補正後 9,856,457 千円 当初予算に対し 1.1%増）

内 容 令和７年度税制改正に伴う令和８年度保険料算定システム改修

１，４００千円

令和６年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還金 １０２，０５７千円

議第１２１号 令和７年度高山市観光施設事業特別会計補正予算（第２号） （別冊）

補 正 額 ２，１５８千円（補正後 152,758 千円 当初予算に対し 3.5%増）

内 容 人事院勧告を踏まえた給与費の増額



議第１２２号 令和７年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）（別冊）

補 正 額 １２９千円（補正後 1,774,129 千円 当初予算に対し 0.3%増）

内 容 人事院勧告を踏まえた給与費の増額

議第１２３号 令和７年度高山市水道事業会計補正予算（第２号） （別冊）

補 正 額 １３，６３６千円（補正後 1,996,554 千円 当初予算に対し 0.5%増）

内 容 配水管突発修繕等の増額


